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資　料

J．E．　W ， ウォ
ー リン に よ る心理教育クリニ ッ クの創設 と個別的ニ ー ズへ の対応

　　　　　　　　　一 20世紀初頭セ ン トル イス市公立学校 を中心 に一

吉井　　涼

　20世紀初頭 ア メ リカ合衆国セ ン トル イ ス 市にお い て、学業不振児や 精神薄弱児へ の

対応を試み た J．E ，　W ．ウ ォ
ーリン と心理教育ク リニ ッ ク に焦点を当て、彼の実践 とそ

の 実践 を支 えた 思想を検討 した 。 当時 、 セ ン トル イス 市の 通常学級 や特殊学校で は 学

業不振や精神薄弱 を含 む多様な状態をもつ 子どもが混在 し、 彼 らの 適切 な診断 ・分類

と彼 ら の ニ ーズ に合う教育の 場の 整備が 課題で あ っ た 。 ウ ォ
ー

リ ン は、民主 主義理念

に 基づ き、 知能検査の 限定的活用、検査手続 きにお ける専門家主導、州法に よる特殊

学級設置義務化 を通 じ、公立学校の多様 な要素 を整理 し、 個 々 の ニ
ーズを満たす区別

化され た教育を提供す る基盤 を形成 した 。 こ の 過程にお い て 、 彼 は、効率 と合理 性を

目ざす革新主義期に規定され つ つ も 、 子 ど もの もつ ニ ーズや教育を受 ける権利 を重視

した 。 しか し州法の 制定は、各学区の特殊学級設置 には必ず し も結 び つ か なか っ た が、

そ の 背景に は 、 有能な検査者不足等が あ っ た 。

キー ・ワ
ー

ド ：精神薄弱　学業不振　心理 学　知能検査　特殊学級

1 ．は じめ に

　20世紀初頭 の ア メ リカ合衆国 （以下 ， ア メ リ

カ）で は 、 効率 と秩序 を 目ざす革新主義教育 を

背景 と し、教育実践や 教育行政を め ぐる諸問題

の解決 にあた り、 科学的ア プ ロ ーチ の 優越性が

確立 された （森田 匚1994］108）。 科学的な学問と

なる こ と を目ざして い た 当時の 心理学者 に と っ

て、教育 は有望 な社会的実践 の 場で あ っ た （森

田 ［1994］107）。 当時 、 公立 学校にお い て は 、 産

業構造の 変化や 就学義務の 強化等に よ る就学者

数の 急増と、それに 伴う学業 ・行動、ある い は

健康状態に問題 を示す多数で 多様な子 どもへ の

対応 に迫 られて い た （HoB   an ，1975）。 心理学者

は、 予防 と統制、人 間工学 （human−engineering ）、

社会効率 を標語 と し （Minton ［1987］106）、社会

筑波 大 学 大 学 院 人 間 総 合科学研究科

日 本 学 術 振 興 会特別研究員

に対 しその 学問の 実際的な有用性 を示 そうとし

た （チ ャ ッ プマ ン 匚1995］46；森田 ［1994］106−

108）。

　と りわ け、心理学者 に よる知能検査の 開発は、

科学的 な手段 を もた ら した 。 知 能検査 は、第
一

次世界大戦を契機に、公立学校 に大規模 に導入

され （チ ャ ッ プマ ン ［1995］47，52； ラヴ ィ ッ チ

［2008］139）、 主 に精 神薄弱児 の 発見 と能力 別

の 学習集団 の 編成の 基礎 とし て 利用 され る （宮

本 ，
2005； 中村 ，2008）。 そ の

一
方 で、境 界 線

（borderline）、魯鈍 （moron ）、 遅進 （slow ）、 学業

不振 （backward）な どと呼ばれ る子 ど もは 、 そ

の状態像や 要因の 多様性 と複雑性か ら、 診断 ・

分類が 困難で あ っ た （Luckey ［1967］172）。

　J．E ．　W ．ウ オ
ー リ ン （John　Edward 　Wallace

Wallin　l876−1969）は、学業に困難を示す子 ども

に 関心 を示 し、こ うした子 ど もの 診断 と分類 に

加 え 、 彼ら の ニ ーズに適 した教 育の場 の 構築 を
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試 み た 臨床心 理学者 で あ る （中村 ・岡 ［2009］

121；Winzer ［1993］357）。 彼は、イ ェ
ー

ル 大学

（Yale　University）か ら実験心理学的研究で 博士

の 学 位 を取得 した後、1901年か ら 1902年 ま で

ク ラ ーク大学 （Clark　University）の G ，　S，ホール

（G ．Stanley　Hall　1844−1924）の もとで研究補助員

と して勤 務 した 。 その 後 は、1910年代半ば か

ら 1930年代半ば にか けて 、 各地 の 大学 や公立

学校 を中心 に 、 子 ど もの 診断 と分類 の ため の ク

リ ニ ッ ク を次 々 に 開設 したが、 と りわ け 1914

年の セ ン トル イ ス 市教育委員会に 開設され た心

理教育ク リニ ッ ク （Psycho−Educational　Clinic）

は 、 都市教 育行政 と心理学者の 協力 の 先駆例 と

して評価され て い る （Chapman ［1927］92）。 彼

は 、 同ク リ ニ ッ ク の 所長に任命され 、 公立学校

に在籍す る子 どもの 診断と分類 を試み た 。 さ ら

に彼は、ミズー
リ州法にお ける特殊教育関連法

案 を 起 草 し （Anonymous ［1945コ228；Winzer

［1993］329）、同法で 、 特殊 学校 ・特 殊学級の

設置、州補助条件 、 教員資格 、 入 ・退級手続き、

指導法、学級組織 、 指導職の 設置な どを規定 し、

各障害の ニ ーズ に合 っ た教 育環境 を整備 した

（中村 ・岡 ［2010］116）。

　こ の ように、ウ ォ
ー

リ ン は 、 セ ン トル イス市

教育委員会 にお い て 、子 ど もの 診断方法の 構築

と教 育の 場の 創設を試み 、 公立学校を、多様な

子 どもの 雑然 と した状態か ら整理 され た状態へ

と変えて い っ たが 、その 具体的な過程に つ い て

は明 らか に な っ て い な い 。 ウ ォ
ー

リ ン に つ い て

は 、 心理学や特殊教育に関す る通史 の なかで 記

述 は多くみ られ る もの の 、
い ずれ も若干の 紹介

と考察に留まっ て い る （Danforth，2009；Hermann ，

2010；Popplestone＆ McPherson ，1994；Routh，
2000；

Scheerenberger，1983；Winzer，1993；Zenderland，

1998）。 セ ン トル イス 市教育委員 会に お い て 、

心理学者の ウ ォ
ー

リ ン が、公立学校 に在籍する

学業 に困難を示す子 どもの 問題に 対 して 、 い か

なる思想 をもち、どの よ うな対応 を試みたの か

を明 らか にする こ とは、公立 学校 における多様

な状態の 子 ど もの 整理 と細分化の 過程 に、心理

学専門家が い か に関与 し、 い か なる影響 をもっ

たの か を究明する上 で、重要な検討課題で ある。

　そ こ で 本研 究 は 、 セ ン トル イ ス 市 に お ける

ウ ォ
ーリン の 実践 とその 実践 を支 えた彼の 思想

を究明する こ とを目的 とする 。 主 な対象時期は、

彼 が 同市 教育 委員会 に着任する 1914年か ら、

同市 を離 れ る 1921年 まで と し、 主 な資料 は 、

セ ン トル イ ス 市教育委員会年次報告書 とウ ォ
ー

リ ン の 著書 ・論文 とする 。

　 なお、本研究 は歴 史的研 究で あ り、 用語 は当

時の 表現 を用 い る 。

皿．20世 紀初頭 セ ン トル イ ス 市に お け る精神

　薄弱児の不適切処遇 と心理教育ク リニ ッ クの

　 開設

　 1．セ ン トル イ ス市特殊学校における精神薄

　　弱児 と非精神薄弱児の 混在

　セ ン トル イ ス 市は、ミ ズーリ州東部 に位置 し、

古 くか ら西部地域の 開発 に主要 な役割を果た し

て きた都市で ある 。 同市 は、人 口の急増 と産業

の 発展 、 そ して 移民 の 流入 とい っ た大都市にみ

られる 典型を経験 した都市であ っ た 。 セ ン トル

イス 市の 人 口 は 1890年 には約 45万人、1900年

時点 で、ア メ リカ で 4 番 目の 約 57万人 で あ っ

た 。 同市の 経済発展 は ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク市 （NY 州）、

シ カ ゴ市 （IL 州）、 フ ィ ラデ ル フ ィ ア 市 （PA 州）

に次 ぐ 4 番 目、 外 国系人 口 比 率は 60％ を超 え

て い た （野村 ［1995］25；Troen ［1975］2−3）。

　セ ン トル イ ス 市 で は、人 口 の 急増 に伴 い
、 公

立 学校在 籍者 も 1890年の 約 6 万 人か ら 1900年

に約 8万人へ と増加が み られ （48th　Annual　Report

of 　the　Board　of 　Education　of 　the　City　of 　St．　Louis

（AR ）：Soldan［工903コ36）、 他州の 主 要都市 と同

様に 、 公立 学校 にお け る学業や行動に逸脱 を示

す子 ど もの 問題が顕在化する （Hoffman ，
1975）。

1903年 の 教育長報告で は、通常学級内に 、 遅進

児 や学業不振児、そ して精神薄弱児 （defective

mentality ）が 在籍 して い る と報告 され た （48
’h

AR ：Soldan ［1903］144−149）
v

。 教育 委員会 は、

遅 進児 ・学業不振児 と精神 薄弱児の 明確な区別

が 困難 で ある こ とを認識 しつ つ
2〕
、両者に対 し

て は 、 異 なる対応が必要 である と指摘 して い た 。
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遅進児 ・学業不振児 に対 して は、 混合学年教室

（ungraded 　room ）で の 対応を通 じて 、各々 の 能力

に沿 っ た 進 歩 が 期 待 され た （48th　AR ： Soldan

［1903］144−149）。

一
方、精神薄弱児に対 して は 、

教育委員会 は 彼 ら の 教 育 を公 教育 の 範囲 内 と

し、 効 率的で 適切 な教育の 提供を義務 と捉え、

特殊学校の 開設を求めた （48th　AR ：Soldan匚1903］

144−149；53
「dAR

：Soldan［1908］333−334）
3〕

o

　通常学級 の 留年児や教師の 負担の 増加に よ っ

て 、公立学校が教育的 ・経済的に非効率で あ っ

た こ とは 、
セ ン トル イ ス 市教育委員会が 、 公立

学校の 秩序を保 つ た め の 方策の ひ とつ として 、

特殊学校 を開設 した こ とを意味する 。 セ ン トル

イ ス 市最初 の 特殊 学校 は 、 精神薄弱児 へ 通常学

校 で は与えられ な い 特別な教育の 提供、そ して

精神薄弱児 の 分離に よ る正常児や通常学級教員

の 負担軽減を目的 と して （53
「d
　AR ：Soldan［1908］

332−333；60
【hAR

： Blewett ［1915］157；Blewett

匚1909］360）、1908年
4）

に 開設 され た 。 開設初

年度 に 3校 で 始 ま っ た特殊学校はそ の 後、学校

数が徐々 に増加 し、 心理教育 ク リ ニ ッ ク開設以

前の 1913−14年 度 に は 13校 と な っ て い た （66
’h

AR ：Wallin［1921］132−133）。

　セ ン トル イ ス 市にお ける特殊学校 の 特徴 と し

て 、第
一

に 、 先行する他都市の特殊学級が 、 「学

業や行動の 逸脱児童機 関か ら細分 して 開設 され

た」（中村 ［1992コ92）の に 対 し、同市で は当初

か ら精神薄弱 児を対象 と し て 想定 した 点が あ

る 。

一
方、通常学校内 の 混合学年学級対象と さ

れた学業不振児、学校教育か ら利益 を得 られ な

い とみ なされ た痴愚児 （imbecile）は対象外 と さ

れ た （53
’d
　AR ；Soldan［1908］332−333；Blewett

［1909］360）
s）

。

　第二 の 特徴 と して 、通 常学校とは別個 の 校舎

に開設さ れ て い る 点があ る 。 厂特殊 学級 は、公

立学校の 学年別学級 （grade　school 　classes ）以外

に設置 され た学級で あ り、別の 校地に 開設 され

て 『学校』と称する場合」（岡 ・中村
・
吉井 匚20ユ0コ

3）があ り、セ ン トル イ ス 市では学校の形態 を採

用 して い た
5）

。 通常学校 と の 別校舎の 形態を採

用 する理由は、分離 された環境の ほ うが 、精神

薄弱児は 、 正常児 に よ っ て 妨げられる こ とな く、

よ り自由で幸福に な り、 容易に励 まされ 指導さ

れるか らであ っ たが （S7th　AR ：Blewett［1912］94

95）、 通常学級の 秩序維持の 側面が あ っ た こ と

も否定で きない で あろ う。

　特殊学校は年々 、学校数 と在籍者数 を増や し

て い っ たが 、次第に 、特殊学校内にお い て、学

業不振児か ら精神薄弱児 まで 多様な子 ど もの 混

在が 顕在化 し
η

、 い わ ゆる ダ ン ピ ン グ とみ られ

る現象が 生 じて い た 。 そ れ は、心理教育 ク リニ ッ

ク 開設直後の 校長 らの 不満か らみ える。ある校

長 に よれ ば 、 同ク リ ニ ッ ク開設以 前は、問題 の

あ る子 どもを特殊学校 へ 送 るこ とが拒 否 され る

こ とは な か っ た （Wallin ［1920a］107）。 こ の こ

とは特 殊学校 が 、通常学校 の 秩序安定の 場 に

な っ て い た こ とを示す もの で あ る。 こ うした校

長 に よる無秩序 な特殊学校 へ の 措置の 結果 とし

て 、教育委員会 は、特殊学校対象児の 適切 な選

別 と い う課題 に迫 られ る こ ととなる 。

　多様 な子 ど もの 無秩序な入 学に起因する とみ

られる学校数 の 不足 に よ っ て 、精神薄弱児の 入

学が 困難に な っ て い る こ とを危惧 したセ ン トル

イス 市教育委員会は、特殊学校の 入学対象児の

選別を監督す る専 門家 を求め る よ うに なる （5gth

AR ： Blewett［1914］132；60th　AR ：Blewett［1915］

157）。 こ う して 当時 の 教 育長 で ある B ．ブ レ

ゥ ェ ッ ト （Ben 　Blewett）は、教育委員会の 管轄

下 に心理教育 ク リニ ッ ク を開設 し、心理学専門

家 と して ウ ォ
ー リ ン を 招 聘 す る （60

’h
　AR ：

Blewett［1915］158）。

　 2 ． ウォ
ー

リ ンの 経歴 お よび心理教 育 ク リ

　　ニ ッ クの 目的と対象

　 ウ ォ
ー リ ン は、1901年の 博士号取得後 、 ミ シ

ガ ン大学 （University　of　Michigan）や ク リーブ ラ

ン ド師範学校 （Cleveland　Normal　 School）で教鞭

を と り、 1910年 に は 、 H ．　H ．ゴ ダ ー ド （Henry

Herbert　Goddard 　l866−1957）の 紹介で 、ニ ュ
ー

ジ ャ
ージー州 ス キ ル マ ン （Skillman）にある てん

かん者施設 （the　New 　Jersey　Village　for　Epileptics）

に勤務す る 。 1912年 に ウ ォ
ー

リ ン は 、 ピ ッ ツ バ ー

グ大学 （University　of 　Pinsburgh）に移 り、同大学
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に彼 に とっ て 初の 心理 ク リニ ッ ク （Psychological

Clinic）
s’

を開設する 。 約 2 年間、同大学 に勤務

した 後、彼は、セ ン トル イ ス 市教育委員会か ら

の招聘 を受諾 し、 セ ン トル イス 市 の 心理教育 ク

リニ ッ ク の 所長 に なる とともに、特殊学校の 指

導監督の 職を得る こ と となる。 彼は 、 こ うした

遍歴 に つ い て 、 臨床経験 や教育行 政 の 経験 と

い っ た新た な経験 を求 めて の こ とで あ っ た と自

伝で 回顧 し て い る （Wallin［1955］39
，
58）。

　なぜ ウ ォ
ー

リ ン が招聘され た の か は不明で あ

るが 、ピ ッ ツ バ ー
グ大学 にお ける心理 ク リ ニ ッ

ク の 運営経験 を もち 、 さらに公立学校制度 と連

携 したク リニ ッ クの 開設を望 んで い た彼 は 、 教

育委員会の 目的に合致する人物で あ っ た と い え

る 、 彼 は、精神薄弱を発見する た め に は 、 精神

薄弱が診断され登録 され る ク リニ ッ クや 判別所

（clearing 　house）を設立する こ とが必要で あ り、

そ の 最 も満足い く形態 は 、 州 の 教育部、も し く

は大都市の 学校制度 と連携した公 的なク リニ ッ

ク で ある と主張す る。
こ うした主張 の 背景 には 、

公立学校 の み が、社会の 変化に よ っ て 生 じる諸

問題 を解決で きる とい う彼の 公教育に対する信

頼が あ っ た （Wallin［1914］337；口915コ116）
9）

。

　 ウ ォー リ ン は心理教育 ク リ ニ ッ ク にお い て 、

通 常の 教育で は対応で きな い 全て の 子 どもの 状

態を把握 し、 彼 らの ニ ーズ に合 っ た教育の 場 へ

の 措置を 目ざ したが、実際 には これ ら全て の 子

ど もを検査する こ とは ス タ ッ フ の 不足 に よ り不

可能で あ っ た
Lω

。 その た め 、 心理教育 ク リ ニ ッ

ク は そ の 検査 対象 を精神 薄弱児 に制 限 し （63
「d

AR ：Wallin［1918］170）、特殊学校対象者の 選別

を 第
一

の 目的 と した （61
“
AR ；Wallin ［1916］

146）。

　心理教育ク リ ニ ッ ク 開設以前の 特殊学校 にお

ける多様な子 ど もの 混在 を鑑み れば 、 検査 を特

殊学校対象者の 選別に 限定す る こ とは 自然なこ

とで あるが 、 所長の ウ ォ
ー

リ ン の 精神薄弱者に

対する考え方か らも、当時の 公立学校に とっ て

精神薄弱者の 分類 ・対応が い か に大 きな課題で

あ っ たこ とは見 て取れ る 。 彼は 、 精神薄弱以上

に、社会の 幸福 と人種統合 に対 し、 深刻 な脅威

を もた らす集団は い ない と指弾 して お り（Wallin

［1915］115−116）、 当時の ア メ リカにお ける典型

的 な優生論者で あ っ た
1P

。 精神薄弱脅威論が 叫

ばれる なか （トレ ン ト ［1997］3−88）、学校運 営

の 効率化を図る上 で 、 精神 薄弱児対策 は看過で

きない 問題で あ っ た 。

皿．心理教育ク リニ ッ クにおける来談児の状態・

　 ニ ーズ の 把握

　 1 ．ウォ
ー

リンに よ る個別的検査の 重視 と診

　　断 に対 する慎重な態度

　 ウ ォ
ーリ ン は 、 心理教育 ク リニ ッ クで の 診断

に おい て 、 1908年版 と 1911年版の ビネ ー
シ モ

ン式知能尺度、ス タ ン フ ォ
ー ド ・ビネ知能検査

を活用 し て い た （Wallin ［1917a］175）。 当時、

ビ ネー
シ モ ン 式知能尺度 は 、 子 ど もの 診断にお

け る決定的証拠 と して の 地位 に はなか っ たが、

公立学校で は最 も有用 な検査 として 同尺度が用

い られ て い た （チ ャ ッ プ マ ン ［1995］66−67；

Smith［1914］150）D

　
一
方、ウ ォ

ーリ ン は 、 て ん かん 者施設や ピ ッ

ッ バ ー
グ大学 の 心理 ク リニ ッ クにお い て 、 各尺

度間で の 比較研究や （Wallin
，
ユ918；1919a；1921a；

1923）、 教 師に よる評定、特殊学級卒業後の 仕

事状況 、 検査結果の 比 較研究 （Wallin，1922b）な

どを通 じて、知能検査の 妥 当性 と正確性 に つ い

て検証 して きた 。 そ うした臨床的研究の 蓄積に

よ り彼は、知能検査 の もつ 価値 を認め つ つ 、そ

れ らは標準化不足で ある し、学業不振 と精神薄

弱 を即 座 に 区別 で きる もの で は な い と し た

（Wallin 匚1913］682；［1922c］223）Q もっ と も知

能検査の 制約自体は、1910年代 半ば まで の ア メ

リカ で は、心理学者や教育関係者の 間で 認識 さ

れ て い た （チ ャ ッ プ マ ン ［1995］35−36；宮 本

［2005］65−66）。

　 ウ ォ
ー

リ ン は 、 知能検査 の結果を 、 他 の 様 々

な情報 と組み合わせ る こ と で 、知能検査の 結果

に制限を加えた、生活歴 と心理
一生理 的評価を

結合 させる包括的な診断計画を考案す る （Doll

［1967］179−180）。 すなわ ち、心理教育 ク リ ニ ッ

クで は、知能検査 だ けで な く、 身体検査、人 体
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J．E．　W ．ウ ォ
ーリ ン に よ る心 理 教 育 ク リニ ッ クの 創設 と個別的ニ

ーズへ の 対応

測定、知能
・運動

・選択 ・情緒の特異性の 調査 、

言語障害の 有無 、 非行調査、生育歴、家族の調査 、

教育歴 などに基づ き、 総合的 な診断が 試み られ

た （66
‘h
　AR ：Wallin ［1921］136；Wallin ［1922c］

219）
t2）

。

　こ れ ら の 検査は 心理教育ク リ ニ ッ ク 内で 個別

に実施され たが、当時の 教 育長は 、よ り即座 に、

大量 に検査す るた め、公立学校内で検査 を実施

する こ と を望ん だ 。 ウ ォ
ー

リ ン は教育長 の提案

に応 じ、1916−17年度 に実 際に 公立学校 内で の

検査 を試みるが 、 その 利便さ を超 えた診断の 困

難さが あ る こ とを指摘 し
13〕

、 結局単年度で の 実

施 に終わ る （63
「dAR

：Wallin［1918］162）。

　検査の 実施方式を巡 っ て、効率性 を求 め る教

育委員会 とウ ォ
ーリ ン と の 間で 意見の対立がみ

られ る 。 検査 に対す る彼の 考 えの 背景に は、彼

の 心理学者 と して の専門性の 重視 と、 子 ど もの

診断の 重要性 と危 険性に 対する認識 が あ っ た 。

心理学者の 専門性に つ い て 、ウ ォ
ーリ ン は医学

と比 較 して 説明 して い る 。 彼 は 、 優秀な 医学検

査は脈拍や体温の 測定以外 に も様 々 な検査 を実

施 して い る こ と を例にあげ、心理学的検査にお

い て も同様の 手続 きを経 るべ きで ある と主張す

る （Wallin ［1913］678）。 医学を心理 学の ロ
ール

モ デ ル とする論理 は科学的学 問を 目ざす当時 の

心理 学 者に お い て 共 通 して み ら れ た （Brown

［1992］41）。 彼は 、 医学 と同等の 専 門的訓練課

程を心理学課程 に も求 め、ア マ チ ュ ア の 知能検

査実施者を批判す る （Wallin［1913］680；［1919b］

463）。 また 、

一
度決定 した診断は 、そ の 子 ども

の 生 涯を通 じて つ い て 回る可 能性が 高 く、また

子 どもの もつ ニ
ーズ に合 わない 区別化 され た指

導 は、通常の 指導よ りも危険で あ る と指摘 した

（Wallin［1920a］105−106）。

　 2．検査手続 きにお け る学校長か ら心理教育

　　クリ ニ ッ クへ の権限の移動

　心理教育ク リ ニ ッ クへ の 検査の 依頼者は、そ

の 多 くが 公 立学校 関係者 で あ っ た 。 1914−15年

度 は 430人 中 377人、1915−16年 度 は 434 人 中

297人、1916−1917年 度 は 499人中 454人の 来談

児が 公立学校か らで あ っ た （61ST−63
「d
　AR ：Wallin，

1916−1918）。 しか し、心理 教育ク リニ ッ クが 開

設 され た 1914年時 点で は 、 検査が 必要 な子 ど

もを心理教育ク リニ ッ ク へ 依頼す るこ とは 、 各

学校の 校長 に委ね られ て い た た め、全 く依頼 の

ない 初等学校 が 存在 した 。 そ の 割合 は、1913−

1914年度 で 31％、1914−1915年度 で 2Ll ％ 、 そ

して 1915−1916年度で 15．1％で あ っ た （66
ヒhAR

：

Wallin［1921］139）。

　ウ ォ
ーリン は 、 特殊学校の 教員 へ 聞 き取 りを

実施し、校長が生徒 を依頼 しない 理由を調査 し

た 。 第
一

に 、 精神薄弱児が い な い と校長が確信

して い る こ と
14，
、第二 に、両親との 対立を校長

が危惧 して い る こ と 、 第三 に、精神薄弱児の分

離に よ り子 どもが感 じる で あろ う社会的 ・教育

的劣等感 を校 長が 問題視 して い る こ とを指摘 し

た （Wallin匚1920a］111−ll2）。 こ うした制約か ら 、

心理 教育ク リニ ッ ク 開設直後の 3 年間は、精神

薄弱児の 割合が低か っ た （Table　1）。

　全 く依頼 を し な い 学 校 が存 在す る原 因 を 、

ウ ォ
ーリン は、既存の 報告シ ス テ ム に求め 、 心

理学の 専 門家が 主導する シ ス テ ム へ と変 える必

要性 を説 く。 子 どもの 精神的 ・教育的診断は 心

理学者で さえ当惑す る ほ ど曖昧な もの であ る と

認識する彼は、校長の 主観 に よ っ て精神薄弱 の

有 無 が 判 断 さ れ て い る 現 状 を危 惧 した （63
「d

AR ：Wallin［1918］169；Wallin［ユ920a］106）。 そ

こ で 彼は 、 検査手続 きを改正 し、1917−18年度

か ら検査対象の 子 ど もの 選択権 を校長か ら心理

教育ク リニ ッ クへ と移 した 。

　こ の 改正 に よ っ て、校 長は 、 学校で最 も深刻

な学業不振 もし くは精神薄弱児 の 1％ の 子 ど も

に関す る情報 を心理教育ク リニ ッ ク に送 らなけ

れ ばな らな い よ う規定され た 。 同情報 を受け、

心理教育ク リ ニ ッ ク は、特殊学校 の 対象者 とな

りそ うな子 ど もで 、 か つ 、ク リニ ッ ク で 検査す

る必要の あ る子 どもを選択 し、 各学校長へ 連絡

す る 。 続 い て、各学校長は 、 当該生徒 に 関する

質問用紙 を埋 め 、ク リ ニ ッ ク へ 返送 し、そ の 後、

ク リ ニ ッ クが各学校長へ 検査 日を通知する とい

う手続 きとな っ た （6Sth　AR ：Wallin ［1920］76−

78）。こ の 改正 に よ り、1917−1918年度に は、1
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Table 　1　心理 教育ク リ ニ ッ ク に お け る被試験者の 知能の 程度と質

1914一ユ9151915 −191619164917 ユ9ユ7・19181918 −19ユ91919 −1920

合 計　 ％ 合計　 ％ 合計　 ％ 合計　 ％ 合計　 ％ 合計　 ％

正 常 30　　 6．917 　　 3．915 　 　 35 　 　 1，55 　 　 1．814 　 　3．23
遅 滞（retarded ） 51　 　 11816 　 　 3．623 　 　 4．616 　 　 4，97 　 　 2．54 　 　 0．92

学業不振 142　　33180 　 4ユ．4164 　 32．852 　　 ユ651 　　18．484 　 1932
境 界線 49　 11356 　 　12．9156 　 31．274 　　22．889 　　 32123 　 28．29

潜在的 精神薄弱 ＊ 　 　 　 　 　 ＊ ＊　 　 　 　 　 ＊ ＊　　　　　＊ 52　　 ユ619 　 　 6，825 　 　5．75
保留（reserved ） 27　　 6．230 　　 6，926 　　 5．27 　 　 2ユ 11　　 3．92 　　0．46

不 確 定 な精 神（undetemlined ） 4　 　 0．91 　　 0．21 　 　 0．2 ＊ 　 　 　 　 　 審 ＊　 　 　 　 　 ＊ 療　　　　　 ＊

不確定
＊ 　 　 　 　 　 ＊ ＊　　　　　＊ ＊　　　　　 ＊ ＊　　　　　 ＊ 1　　 0．31 　 　 0．23

魯鈍 64　　1488  　　18．460 　 　 1273 　　22535 　　12．658 　 13．34
潜在的魯鈍 ＊　　　　　 ＊ ＊　 　 　 　 　 ＊ ＊ 　 　 　 　 　 ＊ ＊ 　　　　　 傘 34　 　12．258 　 1334

魯鈍 と潜在的魯鈍 ＊　　　　　＊ ＊　　　　　＊ ＊　　　　　 ＊ ＊ 　 　 　 　 　 ホ 69　 24．8 ユ16　 26．45
痴愚 59　 　 13．753 　 　12．252 　　 10．445 　　 13．725 　 　 964 　 14．72
白痴 4　 　 0．91 　 　 022 　　 0，41 　　 0．30 　　 0 ＊　 　 　 　 　 ＊

境界線 と潜在的精神薄弱の 合計 49　 　 11356 　 　 12．9156 　 31．2126 　 38．7108 　 38．9148 　 34、04

精神 薄弱 の 合 計 ユ27　 295134 　 30．8114 　 22．8119 　 36．694 　 　33．8180 　 41．17

出典）61s「−66【hAR ，1916−1921

校 を除 い た全て の 初等学校か ら、 特殊学校へ の

検 査対象者 を確 保 す る こ とが で き （6S
‘b
　AR ：

Wallin ［1920］85）、心理教育 ク リ ニ ッ クにお い

て 精神薄弱 と診 断され る子 ど もの 割合 が増加 し

たこ とが Table　1か ら見て 取れ る 。

　こ の 教育委員会の 権 限の 拡大 にお い て 、 校長

に よる心理教育ク リ ニ ッ ク に対す る反発が存在

した 。 こ の こ とは 、 教育委員会か らの 圧 力が な

い 限 り、進ん で 報告 をしようとしな い 校長が い

た こ とか ら示 される （Wallin［1920a］114）。

　 3 ．特殊 学校対象者 と しての精神薄弱児の 選

　　別の 実現

　心理教育ク リ ニ ッ クにお ける個別的な検査 の

実施 、 そ して検査手続 きの 改正 を通 じて、心理

教育ク リニ ッ ク開設以前の 特殊学校在籍者数の

肥 大 化 の 問 題 は 一定 の 解 決 をみ た こ と が 、

Table　2 か ら見て取 れ る （63
「d
　AR ：Wallin ［1918］

178）。

　こ の 在籍者数の 減少の 理 由に つ い て 、ウ ォ
ー

リ ン は、心理教育 ク リニ ッ クに よっ て実施され

た、子 ど もの 明確 な区別に ある と評価 して い る

（Wallin匚1920a］109−110）。 しか し、心理教育 ク

リ ニ ッ ク に お い て 、 特殊学校 へ の 措置を推奨 さ

れ た子 ど もの うち、実際に は入 学しなか っ た子

ど も の 割 合 を 見 る と、1915−16年 度 は 15％ 、

1916−17年 度 は 35．6％ 、 1917−18年度 は 25．2％ 、

1918−19年 度 は 30，6％ で あ り （65th　AR ： Wailin

［1920］92）、明確な区別が 可能に な っ た と い う

彼 の 評価に は疑問が残 る 。 特殊学校 へ の 措 置を

推奨された子 ど も全て が実際に入学 した と仮定

す る と 、 特殊学校の 在籍生徒数には大 きな減少

傾 向に な い とい え る 。 彼 自身 も、 1917−1918年

度 の 年次報告書にお い て 、 「44入が実際 に入学

した場合、特殊学校は過密化す る だろ う」（6S
’h

AR ：Wallin［1920］92）と危惧 して い た 。 それ ゆ

え、彼 は特殊学校の 増設が必要で ある とい う認

識 も示 して い る （66th　AR ；　Wallin［1921］138）。 と

は い え 、 ウ ォ
ー

リ ン に よる 自己評価だ けで な く、

特殊学校 へ の 措置が推奨 され た子 ど もの 知能の

診断状況 に鑑 み る と、学業不振や遅滞 と診 断さ

れ る子 どもの 数が 少な くな っ て お り （Table　3）、

特殊学校が精神薄弱児の 教育 の場 として整備 さ

れ た とい える だ ろ う。

　また、特殊学校 へ の措 置が推奨され た に もか

か わ らず実際 には入学 しない 子 どもに つ い て 、

1917−1918年度 の 44人 の うち理 由が判明 した も

の は 39人 で あ っ た 。 そ の 内訳 は 、 18人が学校

まで の 距離 、低 い 精神年齢 や生 活年齢 、 病気 、

就 労 な どに よる もの で あ り、21 人は 親の 反対

に よ る もの で あ っ た （65th　AR ：Wallin ［1920］
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ーズ へ の 対 応

Table 　2　セ ン トル イ ス 市の 特殊学校に 関する統計的デ ータ

平均 日 々
教員 1 人 当た り生徒数

年 学校数 教 員数 総 登 録者
出 席者 平均 日 々 平均 日々

総費用

出席者 登 録者

1907 −08 3 6 100 84 14 14，5 ＄10．312

1908−09 6 12 223 148 ユ2．3 13．4 27，664

1909−10 7 ユ7 303 203 ユ1．9 13．1 31」89

1910−11 9 22 396 264 12 13．1 36，675

1911−12 ll 26 467 307 ユ1．8 13 48，099

1912−13 13 29 529 341 12．2 128 58，159

1913−14 13 31 600 380 12．2 13，5 61，323

1914−15 12 29 529 326 ユ1．2 122 63，521

1915−16 12 29 484 320 ll 12．2 58，557

1916−17 12 27 434 308 ユ2，8 14．4 54β81

1917−18 11 25 471 297 11．8 13．8 53，
ホ39

1918−19 11 25 455 296 ll．8 13，7 54，482

1919−20 12 25 501 321 ユ2．8 15．8 60，333

出 典 ）66th　AR ：Wallin ［192ユ］133

Tabte　3　特殊学校を推奨 さ れ た 子 ど もの 知能 の 診断結果

年度 合計 痴愚 魯鈍 境界線 学業不振 遅 滞 延期

1914−15157 ユ3 52 42 38 2 10

191与 16170 19 75 37 17 0 20

ユ916−17144 33 53 54 1 0 3

1917−18171 30 67 70 4 0 0

191＆19117 9 69 36 1 0 2

出典）Wallin［1920a】108

92）。 ウ ォ
ー

リ ン は、親の 反対 に対 して は、有

能で 訓練 された 訪問教員や ソ
ーシ ャ ル ワ ーカ

ー

が、親を説得する役割を果たすこ とを求め 、 制

度 と して彼 らを雇用す る こ とが必要で ある と主

張 し （65th　AR ：Wallin ［1920］86）、法 的手続 きに

よる強制に は慎重 な態 度をと っ た 。

y ．個々 の ニ ーズに対する教育の場の確保に向

　けた州法による特殊教育規定

　1 ．混合学年学級 の不足 と境界線児
15 》

・ 学業

　　不振児問題 へ の 対応不備

　特殊学校対象児の 整理 に つ い て
一定の 成果 を

得た もの の 、 セ ン トル イス 市で は境界線児
・学

業不振児に対す る教育的対応の 不備 とい う課題

が 、 依然 と して残 っ た 。 しか し、境界線児 ・学

業不振児の 処遇 は同市に限定される 問題で は な

か っ た 。 他都市に お い て も、 彼 らの 教育の 場 と

して想定 された特殊学級が 、学業 ・行動の 逸脱

児か ら精神薄弱児の 分化を経て、精神薄弱者施

設の 過密化 、精神 薄弱脅威論、公立学校の 機会

均等理念を背景 と し、精神薄弱学級 へ と変容 し

て い っ た こ とで （中村 ［1991］89−90）、境界線児
・

学業不振児は事実上 、 通常学級 で 放置 され るか、

精神薄弱学級 へ 不 適切に措置されて い た 。 こ う

した現状に 対 し、ウ ォ
ー

リ ン は、対象 と機能が

完全 に明確 な学級 の セ ッ トを組織す る こ とで対

処を試み る （岡ら ［2010］5）。

　そ もそ も、心理教育 ク リニ ッ クへ 権限を移 し

た新 しい 検査手続 きに お い て は、重度の 遅滞 の

発見を重視 した手続 きゆえ 、 境界線児や学業不

振児 を排除する可能性が 内包 されて い た
’

％ 加

えて、心理教育 ク リ ニ ッ クにお ける ス タ ッ フ 不
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足は 、 境界線児 ・学業不振児 に対 して も、精神

薄弱児 と同等の 注意深 い 検査が 必要 であ る と考

える彼に とっ て （6Sth　AR ： Wallin匚1920コ75）、 深

刻 な問題で あ っ た 。 心理教育 ク リ ニ ッ クは 、 毎

年400人か ら 500人の 子 どもを検査 して い たが 、

年 に 2000人程度検査 す る必要 が あ る とウ ォ
ー

リ ン は主張 した （6S‘h
　AR ：Wallin ［1920］107）。

他都市の公立学校にお ける ク リニ ッ クの ス タ ッ

フ を参照 しなが ら、 少 な くとも 2 人か 3 人の助

手の 採用を求めて い たが （65th　AR ：Wallin［1920］

108）、結局、 彼の 在任期 間中に増員 される こ と

はなか っ た。

　境界線児 や学業 不振児 の 通常学級 で の 放置

は 、 経済 的 ・教育 的に 非効率
17｝

で あ り、その

対策は不可欠で あ っ た 。 彼 らは適切 な身体 的保

護や教育的訓練が与え られれ ば州や 国家に とっ

て の 価値 となるが 、放置され れ ば犯罪や非行 と

い っ た 社会的脅威 に なる と考 え られ て い た

（62
“d−63「d65th 　AR ：Wallin［1917］160−162；匚1918］

170；［1920］75；Wallin ［1917b］589）。彼らに対

して は n の 1 で み た よ うに、1900年代 初 めか

ら 、 通常学級内に開設 され る混合学年学rw　］s） で

の対応が望 ましい と考えられて い たが 、そ の 数

は心理教 育 ク リ ニ ッ ク開設時 に も不足 し て お

り、ウ ォ
ーリン はその 増設 を継続的に求め て い

た （61sL−62nd　6S
‘h
　AR ： Wallin 匚1916］151；［19ユ7］

173；［1920］102−103）
t9〕

o

　混合学年学級 の 増設 に 向けた 主 な障壁 は 、 設

置場所の 確保の 困難、同学級の 利点 につ い て校

長の 認識 不足 で あ る とウ ォ
ー

リ ン は 指摘 した

（Wallin匚1920a］1ユ0）。 そ こ で彼は、市教育委員

会の 選択に任 され て い た混合学年学級を含 む特

殊学級の 開設 を、州教育行政 に よる設置義務化

へ と変 える べ く （Wallin ［1917cコ58−59）、 州法

の 制定 に取 り組む こ と となる 。

　 2．ウォ
ーリンの 民主主義理念 と州法 による

　　特殊学級設置義務化

　20世紀 初頭 の 教育的指導者は 、 公 立 学校 に

おける平等 と民主主義につ い て 模索 し、 革新主

義教 育に お け る民 主 主 義 は 、 「機会 の 平等 と多

様性、人の 能力が 許され る限 り伸 ばされる機会

を提供す る こ と」に力点が 置か れ て い た （タ イ

ヤ ッ ク ［2005］127）。 ウ ォ
ーリン もまた 、 異 な

る段階の 能力 、 特別 な能力、障害 とい っ た多様

な ニ ーズ を満たすた め の 、 標準 とは異 なる訓練

の 提供 こ そが民主主義で ある とする思想の もと

（65
由 AR ：Wallin［1920］85−86）、州法に よ る子 ど

もの 差異化 と教育の 場 の 設置を実現 させ る 。

　 ウ ォ
ー

リ ン は 、1915年か ら欠陥児 に 関す る

法案 を作成、提案 し て お り、 1916年 1 月 に は

ミ ズ ーリ州児 童規 定 委員会 （Children
’
s　Code

Co   ission）にお ける欠陥児委員会 に参加 した 。

そ の 後 、 彼の 法案は 、 州議会 に よっ て 法の 中に

規定され た （Wallin 匚1922a］125）。

　 1919年 と 1921年 の ミズ ー
リ州議会で 可 決 さ

れた法 の もと、学区は、盲、聾、精神薄弱、肢

体不 自由の 子 ど もが 、 10人以上学 区内 に在籍

して い る場合 、 彼 らの ための特殊学級 を設立す

る こ と 、 言語 欠陥の 子 どもが 学区内に 50 人以

上 い る場合、必ず しも特殊学級で な くて も良い

が、言語矯正訓練を提供する こ とが 規定された 。

1 つ の学区内で規 定の 人数 に満た ない 場合 は、

2 つ 以上 の 学区で 特殊学級 を開設す る こ とが 許

可 され た 。 市教育委員会は、上記の 子 ど もの 数

を毎年州に 報告する こ とが規定された 。 各学区

は、特別な訓練を受けた特殊学級教員 1名に つ

き、 年 750ドル の 州援助を受ける こ とがで きた 。

こ れ ら の 規定は、精神薄弱で は ない が学業に遅

れ の ある子 ど もが 20人以上 い る ときに開設 され

る混合学年学級に も適用 された （Wallin［1921b］

447−448）。

　以上の ように、民主主義理 念の 下 、 州法 に よ っ

て 、 多様 な子どもの 雑然 と した状態か ら、障害

種 の 基準に よ り分類 ・整理 された状態 へ と制度

的には整 っ た 。 しか し、 精神薄弱児 と学業不振

児の 区別、すなわち 、 特殊学級 と混合学年学級

の対象者の 区別 は、ミ ズ ー
リ州 に限 らず困難な

課題 で あ っ た こ とは既述の 通 りで あるが 、 同法

で はい か に して 行われ た の で あろ うか 。

　 ウ ォ
ー

リ ン に よれ ば 、 両学級の 対象者の 区別

は主に、標準化され た知能検査か ら得 られ た知

能指数 （intelligence　quotient： 以下 IQ）に よ っ て
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行われ た。混合学年学級の 対象者は、IQ65 か

ら90の 子 ど もが想 定 された 。 特殊学級 に お い

て は、精神 年齢 3歳 未満、IQ30 未満 と、精神

年齢 9 歳以上 、 IQ70 以上 の 子 ど もは 入級対 象

外 で あ っ た （Wallin［1921b］449，451）。

　こ の よ うに、 ウ ォ
ー

リ ン は 、IQ を軸にする

こ とで、精神薄弱児 と学業不振 児の 区別を実現

させ よ うとしたが、彼が知能検査の 結果に全面

的信頼をお い て い なか っ た こ とは前述 の とお り

で ある 。 その ため 、 数量的 ・形式的な対応 を回

避する よ う、 とりわ け特殊学級の 入学前に は、

子 どもの 身体的状態 、 生 育歴 、 教育歴 、 家族に

関す る調査 など 、 子 ど もの 身体 的 ・社会的環境

の 影響に つ い て の 調査が実施 されなければなら

な い と州法にお い て規定 された （Wallin［1922a］

128）。

　 さらに ウ ォ
ー

リ ン は、 各学級 へ 入学後 も 、 両

学級間の 移動は弾力的で ある べ きと主張する

（Wallin 匚1924］762）。 と りわけ診断が不確か な

子 ど もに つ い て は、特殊学級 よ りも混合学年学

級 に措置 し、1年か 2年以内 に進歩がみ られな

い ならば 、 特殊学級 へ の 移動が適切 か どうか を

再度検査 さ れ る べ きで あ る と され た （Wallin

［1924］761−762）。
こ うする こ とで、全 て の 子 ど

もが もつ 奪われ る こ と の な い 権利 の 侵害や学校

行政に よる独裁的決定 の 危険性 を排 除で きる と

彼 は考え て い た （Wallin［1924］761）。

　特 殊学級 と混合学年学級の カ リキ ュ ラ ム は 、

それぞれ の 学級 の 対象児の 将来像を意識 し 、 区

別 され た 内容が 用意 されて い たが、両学級 と も

社会適応 を重視す る傾向が み られ た。州法にお

い て、特殊学級 で は、回復 （resteration ）や 指導

（coaching ）を意図 して い ない ため 、 その 訓練 内

容 は卒業後の 可能な限 りの 幸福 さ 、 有用 さ を与

える もの と規定され た。具体的に は、全授業 時

間の 35％ が 読み書き、35％ が 手工 訓練、残 りの

時間が 身体訓練や感覚運動訓練等で あ っ た 。

一

方 、 混合学年 学級 の 場 合 、 通常学級 へ の 復帰、

も し くは卒業後 の 就労 を目ざ した 指導内容で

あ っ た 。 読み書き指導は、特殊学級よ りも多く、

そ の 方法は具体的で 口述 の 説明 を多 く用 い る こ

と と規定 された 。 また、年齢が 高 くなる につ れ

て、職業教育が与え られた （68th　AR ：Wiley ［1923］

68−69）。

V ．おわ りに

　ウ ォ
ーリ ン は、セ ン トル イ ス 市の 心理教育 ク

リ ニ ッ クにお ける 7 年の 在任期間を通 じ、民主

主義理念の もと、個々 の 状態像 を適切 に把握す

る方法と 、 個々 の ニ ーズに適した教育の 場 の 確

立 を 目指 した 。 知能検査の 限定的活用 、 検査手

続きにお ける専門家主導、州法に よる特殊学級

設置義務化 を通 じて 、 ウ ォ
ーリン は多様な要素

を整理 し、個 々 の ニ ーズに 適す る 区別化 され た

教育 を提供する基盤を形成 した 。 こ うした過程

にお い て 、 革新主義期の 心理学者に共通 した効

率と合理性の重視がみ られ る
一

方で 、彼が
一人

一
人の 子 どもの ニ ーズ や教育 を受ける権利 を重

視 して い た こ とが見て取 れる 。

　
一
方で 、州法に よる特殊学級規定 は、即座 の

実 効化に は必ず しも結 び つ かず、州内 の 特別な

援助が 必 要な多 くの子 どもへ 適切な教育環境 を

整備す る こ とは依然 として 困難で あ っ た 。 その

背景には 、 教員の 理解不足、州法にお ける曖昧

な規定、 有能な検査者不足 な どが あ り （Wallin

匚1920b］280−281）、 と りわ け 、 有 能 な検査 者の

確保は予算的制約 もあ り困難で あ っ た （Smith

［1914］152）。 また、ウ ォ
ー リ ン の 離職後 、 セ

ン トル イス 市教育委員会 は 、 検査部門を設立 し、

混合学年学級対象者の た め に、集団式検査 を採

用 し て お り （Wiley 匚1927］189−190）、教育行政

の 効率化 が促 進 された と想 定で きる 。 こ れ ら、

州法の 制定過程や制定後 の 展開過程の 詳細な検

討は今後の 課題 とした い 。

註

1 ）遅進児 と学業不振児 は 、 知的に正常で あ り、 十

　分な 励 ま し と時間、そ して 援助 が あれば、教科

　をゆ っ くりと学 ぶ 能力 を もつ 子 ど もを示 して お

　 り、

一
方 、 精神薄弱児 は、そ れ と は異な り、生

　来的に能力が な く、遅進 児で さえ可能 な量 と質

　の 学業が で きな い た め、正 常児 と は 全 く異な る
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教 育計画や環境 を必要 と す る 子 ど もを示 し て い

　る （48th　AR ： Soldan［1903］144−149；S3
’d
　AR ： Soldan

　［1908］332）D

2）異 な る 状態像 を もつ 子 どもの 区別 は当時 の 教

育 ・心理 関係者 の 間で 大 きな関心事で あ っ た 。

　と りわけ、精神薄弱に よ る 遅滞 と、精神薄弱以

外 の 要 因 による遅 滞 の 明確な区別 は困難で あ っ

　た （Barnes ［1908］1120；Goddard［1911］1041）D

3） 1903年時点 で は、教 室 の 過 密化や経 済的理 由

　に よ っ て 、 両 者 の 対 策 は 不十 分 で あ っ た （4Sth

AR ：Soldan［1903］144−149）。

4 ） ミ ズ ーリ 州就学義務法 が 1905年 に 制定 され た

　3年後 の こ とで あ っ た。

5 ）特殊学校へ の 入 学に 際し て は、大 きな配慮 を

要する と され、校長 と教員の 推奨の もと、 教育

長 の 承認 に よ っ て 認 め られ たが 、医学専 門 家 に

　よ る検査 も求め られた （53「dAR
：Soldan ［1908］

　338；66th　AR ：Wallin ［1921ユ132）。

6 ）1920年時点で特殊学校 は 12校 開設 されて い た

　が 、 通常学校内に は 1学級 しかな く、それ も
一

時

　的な もの で あ っ た （66
血

AR ：Wallin ［1921］135）。

7 ）ウ ォ
ー

リ ン によれば、彼 の 着任 以前 の特殊学

　校に は、言語欠陥、麻痺 、 神経症 、視覚失語症、デ ィ

　ス レキ シ ア、弱視、難聴、非行な どが在籍 して

　お り、彼 ら の 多 くは知能 の 面 で 単 な る 学 業不振

　で あ っ た 。 彼は、特殊学校在籍生徒の うち約 3分

　の 1か ら 2分 の 1が 特殊学校 の 厳密な対象者 で は

　な い と推定 した （Wallin 匚1920a］104−105）。

8 ）ウ ォ
ーリ ンは、公立学校制度内の心理 ク リニ ッ

　クを心 理教育ク リ ニ ッ ク と呼称 し た。そ の 理 由

　は 、 そこ で 行わ れ る 診断は心 理学 的で ある と同

　時 に 教育的 で もあ る か らであっ た （Wallin ［1914］

　138）。

9）公立 学校制度 内 に 開設する場合、予 算不足 と

　 ア マ チ ュ ア の 検 査者 とい う問題 を内包 して い る

　こ とを、ウ ォ
ー

リ ン は危惧 して い たが （Wallin

　［1915］116）、 こ の 問題 は 、 心理 教育 ク リニ ッ ク

　開設後、常に存在 し続ける こ と になる 。

10）心理 教育ク リニ ッ ク の ス タ ッ フ は、ウ ォ
ーリ

　ン 1人 で あ り、慢性的な ス タ ッ フ 不 足 で あ っ た

　（65th　AR ：Wallin［1920］107）。

11）ウ ォ
ーリ ン は 、 精神薄弱遺伝説に疑問を呈 し

　て い た が （Wallin匚1920a］134）、1919年 に は精神

　病、痴 愚、精神薄弱者、て ん か ん者 の 婚姻制限

　法案を州議会に提案 して い る 。 しか し、同法案

　は両院に よ っ て 否決さ れ て い る （Wallin ［1919c］

　57）。

一
方 で、彼は 白痴 （idiot）と重度 の 痴愚 を除

　く精神薄弱児 の 訓練 と教育の 可能性を排除すべ

　 きで な い と して お り （Wallin［1934］404）、学校

　教育 の 範囲を当時 と して は最大限ま で 拡大 して

　い た （中村 ・岡 ［2010］129）。

12）こ れ らの 情報は、各学校の 教職員や 校長に加

　えて 、 市の 衛生検査官 、 学校看護婦 、 出席管理

　官 な ど の 協 力 に よ っ て 集め ら れ た （66th　AR ；

　WaElin ［1921］136一ユ37）D

13＞利点 と して 、検査が 素早 く実施で き る点に 加

　え、校長 と の 面談機 会が得や す い こ と を挙げ た

　が、不十分 な設備や不適切 な環境に よ る検査 の

　困難、そ して 表面 的 な検査 で は 明確 な診 断 を下

　せ ない 子 どもの 存在 をウ ォ
ー

リ ン は 指摘 した

　（63「dAR
：Wallin ［1918］162）。

14） ウ ォ
ー

リ ン は、精神薄弱児が 1人 もい な い 学校

　が 実際 に存在する か ど うか に 疑 問 を呈 しなが ら

　も、そ の 可 能性 は否定で きな い とした （63Td　AR ：

　Wallin 匚1918］169）。

15）境界 線 と は、学 業不振 と精神薄弱の 間に 位置

　 し、診断が困難な状態を示 して い る 。

16）そ の 他、こ の 手続 きの 欠点と して 、 親の 無関

　心や検査へ の 反発に よる情報 の 不足 が あ っ た。

　 こ の 問題 に 対 し ウ ォ
ーリ ン は 、親へ の 適切 な情

　報提 供が不 可欠 で あ る と述 べ る ととも に、訪問

　教 員や ソ
ーシ ャ ル ワ

ーカ ー
の 採用 に よ る 情報 の

　補 完 も重 要 で あ る と 指摘 した （651b　AR ： Wallin

　［1920］85−86）o

l7）通常学級 にお い て 、 境 界線児 ・学 業不振 児 と

　正常児 ・英才児が
一

緒に 教育 され る こ とに よ っ

　て 生 じる留年 と い う経済的損失、子 どもの もつ

　特定の ニ ーズ に合 う訓練を提供で きな い 教育的

　非効率 を、ウ ォ
ー

リ ン は危惧 した （6S
’lt
　ma ：Wallin

　 ［1920］102−103；Wallin ［1917c］59）。

18）混合学年学級は、診断が 困難 で 不確 か な状 態

　で あ る 子 どもの ため の判別所と し て の役割と （61’t

　AR ：Wallin ［1916］139）、彼 らが必要 とす る特別な

　援助 を与え る役割が期待され た （6S
‘h
　AR ： Wallin

　 ［1920］　102−103）o

l9）ウ ォ
ー

リ ン は、同学級が 数 の 面 で 十分 に確立

　 されれば 、 セ ン トル イス 市の 公立学校 に お ける

　精神欠 陥 （mental 　deficiency）や 教 育学 的遅 滞

　（pedagogical　retardation）の 問題 へ の 対処 は容易に

　な る だ ろ うと述 べ た （62nd　AR ：wallin ［1917］162）。
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実際、混合学年学級の 成果は彼 を満足 させ る も

の で あ り、混合学年学級 で 指導を受け た 総 生 徒

数 の 42．3％ にあ た る 1317人 は 通常学級へ 復帰す

る こ とがで きた （63
「dAR

：Wallin［1918］184）。
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Historical Study  on  the Treatment  for the Pupil's Individual Needs  by J.

             in the  St. Louis Public School Psycho-Educational  ClinicE.

 WL  Wallin

RyoYOSHII

  The  practice and  thought  of  J. E. W.  Wallin who  run  a  psycho-educational clinic for feebleminded

and  baekward  children  in the city  of  St. Louis public sehools  in the early  twentieth century  were

analyzcd.  At  that time, problems that the special  schools  faced were  classification  between

feebleminded and  backward children.  Wallin suggested  and  carried  out  the fo11owing provisions to

solve  these problems. He  carried  out  individual examination  with  different tests at the clinic.  While he

revised  a  process of  examination  to allow  the clinic  to dccide if a  child  needs  examination,  As a result

there was  decrease of  special school  enrollment.  Although  he evaluated  proper classification  was

developed, the  problems of  backward  children  remained  due to both the shortage  of  staff at the clinic

and  the lack ofungraded  classes  in public schools.  He  considered  that they had the possibility ofbeing

returned  to regular  classes  by proper educational  care. The establishment  of  Missouri state  law, in

which  Wiillin took  the lead, required  the board of  education  to establish  several  different types of

special  classes designed by individual needs,  In this background, there was  his belief that providing
children  with  differentiated training based on  individual needs  was  democracy,

Key words:  feeble-minded, backward, psychology, intelligence testing, special  class
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